様式第２号（第９条関係）

　　　年　　月　　日
越前市長　殿

申請者	住　所　越前市　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　－　　　－　　　　

越前市中古住宅リフォーム事業補助金
交付申請書兼実績報告書兼請求書

　事前確認を受けた標記の補助金を受けたいので、越前市中古住宅リフォーム事業補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請するとともに実績を報告し、補助金を交付されるよう請求します。
　また、この交付申請に当たり、私の世帯の住民登録の状況、私の市税等の納付状況その他必要なことを市長が確認することに同意します。
記
	交付申請額
（チェックリスト４　添付２）
	金　　　　　　　　　円

	住宅の所在地
	

	補助対象者区分
	□子育て（１８歳未満の子　　　人）
□新婚（婚姻日　　年　　月　　日）
□移住　□就農　□伝統産業就労　□大家

	住宅部分延べ床面積
	　　　　　　　㎡

	リフォーム契約額
	　　　　　　　　　　　　円

	リフォーム契約日
	　　　　年　　月　　日

	事業完了日
	　　　　年　　月　　日



	金融機関名
	

	支店名
	

	預金種別
	普通　・　当座　・　その他

	口座番号
	

	口座名義（カタカナ）
	


添付書類
　中古住宅リフォーム補助金チェックリスト４（別紙１）及び該当する添付書類
　（事前確認時より申請額が減少の場合）中古住宅リフォーム補助金チェックリスト３（添付書類の再提出不要）
（別紙１）
中古住宅リフォーム補助金チェックリスト４

チェックしてください。
補助対象者区分が「大家」以外の方は★、区分が「大家」の方は☆の全ての欄に該当する必要があります。
	チェック
	区分
	要件
	提出書類

	★
	居住要件
	・１０年以上越前市に居住すること。（大家を除く。）
	①誓約書（添付１）


	★☆
	工事要件
	・リフォームを行ったことが分かること。
	①当該住宅のリフォームに係る契約書（申請者が単独で又は共同で契約したものであって住宅の場所、工事金額及び契約者が分かるもの）
②領収書等（申請者が単独で又は共同して当該契約金額を支払ったことが分かるもの）着手金等は、事前確認の前の支払可）
③リフォーム前と後が分かる写真
④決算書（添付２）
⑤（併用住宅の場合）居宅に該当する部分の面積が分かる平面図

注　居宅には、併用住宅（建物の種類が居宅と居宅以外のもの（店舗等）が併記して登記されるもの）を含む。

	★
	定住要件
	・建築又は購入を行った住宅の所在地に住民登録を行うこと。（大家を除く。）
	①住民票（添付省略可）
②（申請書提出時に住民登録を移動できないとき）申請年度の３月３１日までに移動する旨の確約書（添付３）

	☆
	おうちナビ要件
	・リフォームを行った住宅をおうちナビを利用して賃貸すること。（大家に限る。）
	①おうちナビでの当該住宅を案内している画面のコピー（添付省略可）など

	★☆
	期限要件
	・申請書を２月末日までに提出すること。
	・やむを得ない事情があると市長が認めるときは、申請書の提出期限を申請年度の３月１５日までに延長する。



「子ども３人以上」の加算を受ける方のみ
	
	子ども３人以上
（大家を除く。）
	３人以上の子どもと同居（胎児は含まない。）


※正確な要件等は越前市中古住宅リフォーム事業補助金交付要綱の本文の記載のとおりです。

（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト４　添付１）
（補助対象者区分が「大家」以外）


越前市長　殿


誓　約　書


私は、越前市中古住宅リフォーム事業補助金の交付を受けてリフォームした住宅に定住することを誓約します。
なお、補助金の交付を受けた日から１０年が経過するまでの間にやむを得ず越前市外に転出することになった場合は、直ちに報告します。その結果、交付された補助金の返還を求められても一切異議は唱えず、速やかに返還します。

　　　　年　　月　　日 

住　所　越前市　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　印　
（自署する場合には、押印を省略することができます。）

























（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト４　添付２）

	決算書

	【契約内訳】

	区分
	金額
	補助額

	ａ対象経費（税込み）
※ｂ～ｅを除く額


	ａ
　　　　　　円
	①ａ÷３（千円未満切捨て）

　　　　　　　　　円

②事前確認時算出額

　　　　　　　　　円


交付申請額
①と②との低い額

　　　　　　　　　円

	ｂ対象外経費（税込み）
	
	

	・建物の解体、除却のみを行う工事
	円
	

	・カーテン、家具、調度品等の購入、設置
	円
	

	・家庭用電化製品の購入、設置
	円
	

	・太陽光発電設備の設置

	円
	

	・ＣＡＴＶ（有線放送）、電話、インターネットの接続配線工事（更新及び修繕を含む。）
	円
	

	・維持管理工事（点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理）
	円
	

	・障子又はふすまの張替え、畳の表替え等の軽微な修繕等
	円
	

	・付属建築物の修繕等代

	円
	

	ｃ併用する補助金と重複する補助対象経費
	円
	

	ｄ諸経費（税込み）
	円
	

	ｅその他（税込み）
	円
	

	合計Ａ
	円
	

	契約書の内訳は、上記内容で間違いありません。
　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　事業者等　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　印　　
※契約書に、上記内訳の記載がない場合は、契約の相手方の証明が必要です。
※契約書で、内訳が分かる場合は、証明は不要です。




	【支払（支出）内訳】
	
	

	区分
	金額（単位：円）
	備考

	第1回支払（着手金等含む。）
	円
	

	第２回支払
	円
	

	第３回支払
	円
	

	第４回支払
	円
	

	第５回支払
	円
	

	　
	円
	

	合計Ｂ
	円
	

	
	
	

	※合計Ａと合計Ｂは、同じ金額となること。
	




（中古住宅リフォーム補助金チェックリスト４　添付３）
（申請書提出時に住民登録を移動できないとき）
※補助対象者区分が「大家」を除く。　


越前市長　殿


確　約　書


私は、申請年度の３月３１日までに、私の世帯について、住宅の住所に住民登録を行うことを確約します。
なお、当該期日までに住民登録を行えなかった場合は、交付された補助金の返還を求められても一切異議は唱えず、速やかに返還します。

　　　　年　　月　　日 

住　所　越前市　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　印　
（自署する場合には、押印を省略することができます。）



